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公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則（人事委員会規則第８号） 

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定等に伴い、公立学校教育職員等の給与に関する規

則で定めることとされている事項について、所要の改正を行うこととした。 
 

人 事 委 員 会 規 則 

 

公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成22年12月28日 

                                  兵庫県人事委員会       

                                                            委員長 中 瀬 憲 一  

兵庫県人事委員会規則第８号 

公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則 

公立学校教育職員等の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第14中第19条の４第１項第２号の職員の款及び第19条の４第１項第３号の職員の款を次のように改める。 

１ 級 11,125円。ただし、１号給8,370円、２号給8,453円、３号給8,538

円、４号給8,622円、５号給8,712円、６号給8,820円、７号

給8,921円、８号給9,022円、９号給9,123円、10号給9,241

円、11号給9,353円、12号給9,466円、13号給9,578円、14

号給9,702円、15号給9,826円、16号給9,950円、17号給10,080

円、18号給10,226円、19号給10,366円、20号給10,507円、

21号給10,647円、22号給10,743円、23号給10,838円、24号

給10,935円、25号給11,018円、26号給11,115円 

２ 級 13,750円。ただし、１号給9,247円、２号給9,365円、３号給9,483

円、４号給9,607円、５号給9,720円、６号給9,843円、７号

給9,967円、８号給10,091円、９号給10,220円、10号給10,377

円、11号給10,530円、12号給10,681円、13号給10,845円、

14号給10,940円、15号給11,036円、16号給11,131円、17号

給11,232円、18号給11,328円、19号給11,423円、20号給

11,520円、21号給11,621円、22号給11,727円、23号給11,835

円、24号給11,941円、25号給12,037円、26号給12,150円、

27号給12,262円、28号給12,375円、29号給12,481円、30号

給12,633円、31号給12,785円、32号給12,937円、33号給

13,095円、34号給13,257円、35号給13,421円、36号給13,583

円、37号給13,741円 

第19条の４第１項第２

号の職員 
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３ 級 14,375円 

４ 級 15,125円 

 

５ 級 16,375円 

１ 級 10,500円。ただし、１号給8,370円、２号給8,453円、３号給8,538

円、４号給8,622円、５号給8,712円、６号給8,820円、７号

給8,921円、８号給9,022円、９号給9,123円、10号給9,241

円、11号給9,353円、12号給9,466円、13号給9,578円、14

号給9,702円、15号給9,826円、16号給9,950円、17号給10,080

円、18号給10,226円、19号給10,366円 

２ 級 13,625円。ただし、１号給9,247円、２号給9,365円、３号給9,483

円、４号給9,607円、５号給9,720円、６号給9,843円、７号

給9,967円、８号給10,091円、９号給10,220円、10号給10,377

円、11号給10,530円、12号給10,681円、13号給10,845円、

14号給10,940円、15号給11,036円、16号給11,131円、17号

給11,232円、18号給11,328円、19号給11,423円、20号給

11,520円、21号給11,621円、22号給11,727円、23号給11,835

円、24号給11,941円、25号給12,037円、26号給12,150円、

27号給12,262円、28号給12,375円、29号給12,481円、30号

給12,633円、31号給12,785円、32号給12,937円、33号給

13,095円、34号給13,257円、35号給13,421円、36号給13,583

円 

３ 級 14,250円 

４ 級 14,625円 

第19条の４第１項第３

号の職員 

５ 級 16,000円 

別表第17及び別表第18を次のように改める。 

別表第17（第41条関係） 

義務教育等教員特別手当表（中学校・小学校） 

職員の 

区 分 

       職務の級 

号給 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

１号給から４号給まで 

円

2,000 

円

2,100 

円

3,700 

円 

4,200 

円

6,800 

５号給から８号給まで 2,000    2,300    3,800    4,400    6,900 

９号給から12号給まで   2,100    2,400    4,200    4,500    7,100 

13号給から16号給まで    2,200    2,500    4,300    4,900    7,200 

17号給から20号給まで    2,300    2,600    4,500    5,100    7,400 

21号給から24号給まで    2,400    2,800    4,800    5,200    7,500 

25号給から28号給まで    2,600    2,900    5,000    5,400    7,600 

29号給から32号給まで    2,700    3,000    5,100    5,500    7,700 

33号給から36号給まで    2,800    3,200    5,300    5,700    7,900 
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37号給から40号給まで    2,900    3,300    5,400    5,900    8,000 

41号給から44号給まで    3,100    3,500    5,600    6,000    8,000 

45号給から48号給まで    3,200    3,700    5,800    6,100    8,100 

49号給から52号給まで    3,300    3,800    5,900    6,300    8,100 

53号給から56号給まで    3,400    4,100    6,100    6,400    8,100 

57号給から60号給まで    3,500    4,300    6,200    6,600    8,200 

61号給から64号給まで    3,600    4,500    6,400    6,800  

65号給から68号給まで    3,700    4,800    6,500    6,900  

69号給から72号給まで    3,800    4,900    6,600    7,000  

73号給から76号給まで    3,900    5,100    6,800    7,100 
 

77号給から80号給まで 4,000    5,300    6,900    7,200  

81号給から84号給まで   4,100    5,400    7,000    7,300  

85号給から88号給まで 4,100 5,500 7,100 7,400  

89号給から92号給まで 4,200 5,600 7,100 7,500  

93号給から96号給まで 4,300 5,800 7,200 7,500  

97号給から100号給まで 4,400 5,900 7,200 7,600  

101号給から104号給まで 4,400 6,100 7,300 7,600  

105号給から108号給まで 4,500 6,200 7,300 7,700  

109号給から112号給まで 4,500 6,300 7,300 7,700  

113号給から116号給まで 4,600 6,400 7,400 7,700  

117号給から120号給まで  6,500 7,400   

121号給から124号給まで  6,600 7,500   

125号給から128号給まで  6,700 7,500   

129号給から132号給まで  6,800    

133号給から136号給まで  6,900    

137号給から140号給まで  6,900    

141号給から144号給まで  6,900    

145号給から148号給まで  7,000    

149号給から152号給まで  7,100    

153号給から156号給まで  7,100    

157号給から160号給まで  7,100    

161号給から164号給まで  7,200    

再任用 

職員以 

外の職 

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165号給から168号給まで  7,200    
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169号給から172号給まで  7,300     

173号給  7,300    

再任用 

職 員 
 3,200 3,800 4,500 5,100 6,400 

別表第18（第41条関係） 

義務教育等教員特別手当表（高等学校等） 

職員の 

区 分 

       職務の級 

号給 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

１号給から４号給まで 

円

2,000 

円

2,100 

円

3,700 

円 

5,100 

円

6,800 

５号給から８号給まで 2,000 2,300 3,800 5,200 6,900 

９号給から12号給まで 2,100 2,400 4,200 5,400 7,100 

13号給から16号給まで 2,200 2,500 4,300 5,500 7,200 

17号給から20号給まで 2,300 2,600 4,500 5,700 7,400 

21号給から24号給まで 2,400 2,800 4,800 5,900 7,500 

25号給から28号給まで 2,600 2,900 5,000 6,000 7,600 

29号給から32号給まで 2,700 3,000 5,100 6,100 7,700 

33号給から36号給まで 2,800 3,200 5,300 6,300 7,900 

37号給から40号給まで 2,900 3,300 5,400 6,400 8,000 

41号給から44号給まで 3,100 3,500 5,600 6,600 8,000 

45号給から48号給まで 3,200 3,700 5,800 6,800 8,100 

49号給から52号給まで 3,300 3,800 5,900 6,900 8,100 

53号給から56号給まで 3,400 4,100 6,100 7,000 8,100 

57号給から60号給まで 3,500 4,300 6,200 7,100 8,200 

61号給から64号給まで 3,600 4,500 6,400 7,200  

65号給から68号給まで 3,700 4,800 6,500 7,300  

69号給から72号給まで 3,800 4,900 6,600 7,400  

73号給から76号給まで 3,900 5,100 6,800 7,500  

77号給から80号給まで 4,000 5,300 6,900 7,500  

81号給から84号給まで 4,100 5,400 7,000 7,600  

85号給から88号給まで 4,100 5,500 7,100 7,600  

89号給から92号給まで 4,200 5,600 7,100 7,700  

93号給から96号給まで 4,300 5,800 7,200 7,700  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用 

職員以 

外の職 

員 

97号給から100号給まで 4,400 5,900 7,200   
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101号給から104号給まで 4,400 6,100 7,300   

105号給から108号給まで 4,500 6,200 7,300   

109号給から112号給まで 4,500 6,300 7,300   

113号給から116号給まで 4,600 6,400 7,400   

117号給から120号給まで 4,700 6,500 7,400   

121号給から124号給まで 4,700 6,600 7,500   

125号給から128号給まで 4,800 6,700    

129号給から132号給まで 4,900 6,800    

133号給から136号給まで 4,900 6,900    

137号給から140号給まで 4,900 6,900    

141号給から144号給まで 5,000 6,900    

145号給から148号給まで 5,100 7,000    

149号給から152号給まで 5,100 7,100    

153号給から156号給まで 5,100 7,100    

157号給から160号給まで 5,200 7,100    

161号給から164号給まで 5,200 7,200    

165号給から168号給まで 5,300 7,200    

 

169号給 5,300 7,300    

再任用 

職 員 
 3,200 3,800 4,500 5,100 6,400 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年１月１日から施行する。 

 （給料の調整額の経過措置） 

２ 平成23年１月１日から同年12月31日までの間、この規則の規定による改正後の公立学校教育職員等の給与

に関する規則第19条の４第１項第２号及び第３号の職員に係る別表第14に規定する額については、同表の規

定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職員及び中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

額とする。ただし、平成23年１月１日から同年３月31日までの間についての同表の左欄に掲げる職員の区分

が第19条の４第１項第２号の職員のうち、同表の中欄に掲げる職務の級の区分が３級、４級又は５級の職員

に係る額については、同表の右欄に掲げる額にかかわらず、３級の職員については17,400円、４級の職員に

ついては18,300円、５級の職員については19,800円とする。 

第19条の４第１項第２

号の職員 

１ 級 13,350円。ただし、１号給10,044円、２号給10,144円、３号給10,246

円、４号給10,347円、５号給10,455円、６号給10,584円、

７号給10,705円、８号給10,827円、９号給10,948円、10号

給11,089円、11号給11,224円、12号給11,359円、13号給

11,494円、14号給11,643円、15号給11,791円、16号給11,940

円、17号給12,096円、18号給12,271円、19号給12,439円、

20号給12,609円、21号給12,777円、22号給12,892円、23号

給13,006円、24号給13,122円、25号給13,222円、26号給

13,338円 
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２ 級 16,500円。ただし、１号給11,097円、２号給11,238円、３号給11,380

円、４号給11,529円、５号給11,664円、６号給11,812円、

７号給11,961円、８号給12,109円、９号給12,264円、10号

給12,453円、11号給12,636円、12号給12,817円、13号給

13,014円、14号給13,128円、15号給13,243円、16号給13,357

円、17号給13,479円、18号給13,594円、19号給13,708円、

20号給13,824円、21号給13,945円、22号給14,073円、23号

給14,202円、24号給14,329円、25号給14,445円、26号給

14,580円、27号給14,715円、28号給14,850円、29号給14,977

円、30号給15,160円、31号給15,342円、32号給15,525円、

33号給15,714円、34号給15,909円、35号給16,105円、36号

給16,300円、37号給16,489円 

３ 級 17,250円 

４ 級 18,150円 

 

５ 級 19,650円 

１ 級 12,600円。ただし、１号給10,044円、２号給10,144円、３号給10,246

円、４号給10,347円、５号給10,455円、６号給10,584円、

７号給10,705円、８号給10,827円、９号給10,948円、10号

給11,089円、11号給11,224円、12号給11,359円、13号給

11,494円、14号給11,643円、15号給11,791円、16号給11,940

円、17号給12,096円、18号給12,271円、19号給12,439円 

２ 級 16,350円。ただし、１号給11,097円、２号給11,238円、３号給11,380

円、４号給11,529円、５号給11,664円、６号給11,812円、

７号給11,961円、８号給12,109円、９号給12,264円、10号

給12,453円、11号給12,636円、12号給12,817円、13号給

13,014円、14号給13,128円、15号給13,243円、16号給13,357

円、17号給13,479円、18号給13,594円、19号給13,708円、

20号給13,824円、21号給13,945円、22号給14,073円、23号

給14,202円、24号給14,329円、25号給14,445円、26号給

14,580円、27号給14,715円、28号給14,850円、29号給14,977

円、30号給15,160円、31号給15,342円、32号給15,525円、

33号給15,714円、34号給15,909円、35号給16,105円、36号

給16,300円 

３ 級 17,100円 

４ 級 17,550円 

第19条の４第１項第３

号の職員 

５ 級 19,200円 
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